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午後３時00分開会

○岸下課長
皆様こんにちは。お暑い中ですお集まりいただきましてありがとうございます。また、定例教育委員会に引き続きの会議となりますが、どうぞよろしくお願いいたします。
それでは、ただいまから令和７年度第１回西海市総合教育会議を始めていきたいと思います。
開会にあたりまして、瀬川市長から挨拶を申し上げます。

○瀬川市長
開会にあたりまして一言ご挨拶を申し上げます。
教育委員の皆様方におかれましては、ご多忙の中、令和７年度第１回西海市総合教育会議にご出席をいただき誠にありがとうございます。また、日頃から本市の教育振興にご尽力をいただいておりますこと、心から感謝を申し上げたいと存じます。
私自身、市長就任後初めての総合教育会議となります。何分不慣れでございますが、ご指導、ご協力のほどよろしくお願いをいたしたいと存じます。
さて、本日の会議では、令和９年度以降の第四次西海市教育大綱の策定に向けた、初めての検討を行っていただきます。第３次教育大綱では、健やかな体と豊かな心を持ち、確かな学力を身につけた児童・生徒や、生涯にわたり学ぶ、心身ともに健康な市民像・児童生徒像を掲げ、様々な施策を推進してまいりました。
特に、生きる力を育む学校教育の実現や、いつでもどこでも学べる生涯学習の推進など、重点施策を通じて、子どもたちが夢と志を持ち、可能性に挑戦する姿を大切にした教育活動を進めてまいりました。また、地域の子どもは地域で育てるという伝統的な教育風土を継承し、家庭と地域と学校が連携協働して、地域社会に貢献できる自立した人づくりに取り組んでおります。
本日は教育大綱のあらましと改訂のプロセス、大綱の見直しにあたってのポイント、参考情報及び現状認識について教育総務課から説明を受けたのち、次期大綱の方向性に関し、委員の皆様方からご意見やご質問を伺いたいと考えておりますので、よろしくお願いをいたします。
簡単でございますが、以上をもちまして開会の挨拶とさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。

○岸下課長
市長ありがとうございました。議事に入る前に、この会議が瀬川市長が就任後初めての総合教育会議に当たりますので、教育委員の皆様に、ぜひ自己紹介をお願いをしたいと思います。北島委員から順によろしいでしょうか。お願いいたします。

○北島委員
はい。皆さんこんにちは。市長ご就任ということで、本日は総合教育会議よろしくお願いしたいと思います。私ですね長いばかりなんですが、平成19年ぐらいから教育委員を仰せつかっておりまして、もう間もなくあと数年で20年ばかしやっていることになります。どうぞよろしくお願いいたします。

○矢吹委員
皆さんこんにちは。市長就任おめでとうございます。今日はどうぞよろしくお願いいたします。委員になりまして４年目になります。何もわからないまま４年経ってしまいましたけれども、残りの期間精一杯頑張りたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。

○武宮委員
失礼いたします。先日ご挨拶させていただきました、武宮と申します。よろしくお願いいたします。
私も、この教育委員の仕事に携わらせていただいていろいろ学ぶことが多いんですが、この前ご挨拶させていただいたように、お寺の僧侶というお仕事と、それから学童保育の運営ということで、子どもと携わる機会がたくさんございますので、そのような中から、思うところをお話しさせていただいたりしております。どうぞよろしくお願いいたします。

○谷口委員
こんにちは。谷口と申します。私も学校の校長職を退職後、昨年度からこの教育委員ということで務めさせていただいております。
地元の方では、まちづくりの方で瀬川市長様にも、これまでもいろいろと関わっていただいたりとかしたこともありましたけれども、教育という場面でまた一緒に、いろいろと子どもたちのために頑張っていければと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。

○岸下課長
委員の皆様ありがとうございました。また本日は７月18日に就任いたしました、安藝新副市長もオブザーバーとして同席させていただいておりますので、一言挨拶を申し上げたいと思います。お願いいたします。

○安藝副市長
ただいまご紹介いただきました安藝雄一郎と申します。７月18日付けで、副市長に就任しております。
私、この副市長就任の直前まで県の教育庁で教育政策課長をしておりまして、県の教育委員会の定例教育委員会等を所管する部署におりました。
西海市の教育委員さんたちにも、今後ともまたお世話になると思いますので、よろしくお願いいたします。

○岸下課長
ありがとうございました。それでは議事に入っていきたいと思いますが、次第をご覧いただきたいと思います。
本日の議事でございますが、主に教育大綱の検討について、皆様からご意見をいただいて議論を進めていきたいと思います。５つの項目がありまして、それぞれ説明を差し上げて、それぞれで皆様のご意見などをいただく、という会議の進行をしていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
それでは、ここから先の進行は市長にお願いし、議事に移りたいと思いますが、会議の終了については、概ね16時45分をめどとしたいと存じますので、ご協力をお願いしたいと思います。それでは市長進行の方をお願いいたします。

[bookmark: _Hlk210915350]○瀬川市長
はい。それではここからは私が進行を承ってまいります。本日は教育大綱の検討についてを議題といたします。
第三次西海市教育大綱は令和３年度に策定され、今年度が見直しの年に当たります。次期大綱の策定に向けて、皆様方から貴重なご意見を賜りながら、方向性をともに考えていきたいと思ってございます。
会議の流れですが、教育総務課から本日の会議資料の説明がございます。資料の内容は、
１．教育大綱のあらましと改定のプロセス、
２．大綱の見直しにあたって押さえておきたいポイント、
３．見直しに当たっての参考情報、
４．見直しにあたっての現状認識、
５．見直しにあたっての基礎資料と論点
の５つのパートに分かれております。説明はパートに区切って行うこととし、都度内容に関するご質問を承ります。１番から４番までの説明と質疑応答を踏まえた上で、５番の基礎資料と論点に基づき、次期大綱の方向性に関する皆さんのお考えをお伺いしたいと存じます。
それでは教育総務課から説明をお願いいたしたいと思いますが、教育大綱のあらまし等については、教育委員の皆さんよくご存じのことと思いますので、１と２は続けて説明をお願いいたします。

○熊本課長補佐
ここからの説明は教育総務課教育総務班、熊本が承ります。よろしくお願いいたします。
お手元に資料もございますし投影資料もございますので、どちらか見やすい方でご覧いただければと思います。まず表紙をめくっていただきましてスライド番号２番、右下に表示がございます。西海市教育大綱とはというところでございますが、こちらに関しましては教育委員の皆様よくご存じかと思いますので、ざっと説明差し上げたいと思います。
先ほど市長からも紹介がございましたとおり、令和３年７月に作成したものでありまして今年度見直しの年に当たっております。重点政策といたしまして５つの柱、「生きる力を育む学校教育の実現」「いつでもどこでも学べる生涯学習の推進」「市民総ぐるみで取り組む教育力の向上」「安心して学べる教育環境の構築」「地域を支える文化芸術スポーツの振興」という５本柱を立てまして、これがこの後出てきます、来年度見直しが始まります教育振興基本計画の根幹をなすものとして定められております。法的根拠に関しましては、地方教育行政法の第１条の３ということでございます。
続きましてスライド番号の３、この教育大綱、どういう位置付けかというところなんですけれども、国及び県の教育振興基本計画を参酌し、また市の総合計画に即し、市の教育振興基本計画と連動するものでございます。
教育大綱は、市の教育に関する基本的な考え方や優先すべき課題を明確にするもの、また教育振興基本計画の策定における指針となるものでございます。
続きまして、改訂のプロセス概略です。スライド番号が４番になります。まず総合教育会議での協議、市長と教育委員会で構成される総合教育会議、本日のこの場でございます。国・県の教育振興基本計画や現大綱等の課題点、社会情勢の変化、関係法令の改正などを踏まえて協議を行います。まずはこれが第１回、本日の会議でございます。
本日の会議に基づきまして、現大綱を見直す中で、事務局の方で協議結果、課題をもとに必要な修正追加事項をまとめて素案を作成いたします。第２回の総合教育会議を10月に予定をしておりますので、こちらで素案を基にもう一度皆さんで協議をいただいて、必要に応じて内容を調整してまいります。最終的に、第２回目の総合教育会議の結果を最終案としまして、市長決裁により第４次西海市教育大綱を決定してまいりますと、こういう流れになっております。改定のプロセスまでの説明は以上でございます。

○瀬川市長
はい。説明が終わりました。ここまでの内容で皆様方からご質問等お受けしたいと思いますが、よろしくお願いをいたします。
（「大丈夫です」の声有り）

○瀬川市長
はい。では次のパートに移りたいと思います。説明をお願いします。

○熊本課長補佐
ここからが教育大綱見直しにあたっての資料ということで、説明を申し上げてまいります。まず、教育大綱の見直しに当たりまして、ちょっと押さえておきたいことと題しまして、４ページに渡ってお話をしてまいります。これ何かと申しますと、やはり人口減少社会への突入というところを前提にしなければ、ちょっと話が始まっていかないというところで、まずお話をさせていただきたいなと思います。
こちらの資料は、日本全体と西海市の、2020年及び2040年の推計値を比較した人口ピラミッドなんですが、まず日本全体、左側の推移、2020年時点で１億2,600万人いた人口が2040年には１億1,000万になって、20年間で1,600万人人口が減りますという推計の結果をグラフで表したものです。
一方西海市です。右側なんですが、2020年時点、約2万6,000人が2040年には１万7,000人、20年間で9,000人人口が減るという予測がされております。西海市の人口ピラミッドですね。若い世代の負担がちょっと大きくなる、全国と比較してということが見て取れるということです。人口減少は全国共通の問題なんですけれども、特に地方部では深刻で、かなり早く影響が出てくるという問題となっております。
続きましてスライド番号７番、今現在の西海市の人口の状態どうでしょうかというところでございます。４月末の人口なんですが、2万4,675人で、そのうち65歳以上が9,999人、平均年齢が53.24歳となっております。左下のグラフは直近１年間の人口推移で、毎月じわじわと減ってきておりまして、３月にドカンと減るのは、やはり転勤とか進学とかそういった部分で大きく動きが出る時期に当たり、毎年こういった動きをする、毎月じわじわと下がっていくという状況が見られます。右側は本年４月末の人口分布、人口ピラミッド、先ほどのページと同じものを示したものです。
続きまして2040年問題です。こちらに関しては皆さんお聞きになられたこともあるかもしれませんけれども、左のグラフは、今後の労働需給シミュレーションです。これリクルートワークス研究所というところが調査レポートを発行しておるんですけれども、この中で衝撃的な報告がされたということです。需要は緩やかに伸びていく青線なんですが、供給の赤線がどんどん下がっていくということで、2040年に赤の両矢印の縦の開きがあるんですけれども、2040年に1,100万人の労働力部不足が発生するという予測がされております。
ちなみに、この1,100万人という数なんですけれども、2022年の７月から９月期の近畿地方の平均就業者数に相当するということで、近畿地方で働いている方々がそっくりいなくなるというのが、この1,100万人ぐらいの規模だということらしいです。
しかも、シミュレーションに関しては日本経済が全く成長しないというところを想定してのシミュレーションらしく、これが若干でも経済成長しますよというところを含めると、この需給ギャップはもっと開いていくということが言われております。
続きまして労働需給ギャップが開いていく、働く人が減るとはどういうことかと言いますと、行政においては個々の住民ニーズの多様化、複雑化、将来予測性の不透明さがあって、今後行政課題が増大していくということが予見されております。
一方で、その増加する行政課題に対しまして人的リソース、働く我々職員、こういったところが少しずつ減ってまいります。増加する課題に対して働く人、それを手当する人間がいなくなるということに関して言えば、バランスがどこかの時点で保てなくなってしまうというものが2040年問題でございます。見直しにあたって押さえておきたいポイントとしてお伝えすることは以上でございます。

○瀬川市長
ただいま説明が終わりました。ここまでの内容で皆様方からご質問等をお受けしたいと存じます。

○北島委員
市長よろしいですか。

○瀬川市長
どうぞ。

○北島委員
はい。北島です。今ご説明があったところも事実だと思います。ただ私の方からは、ひとつの別の見方っていうか、考え方というよりも、実際にそういった統計的なところも、政府の資料として出ておったもんですから、ご紹介をしてご参考になればなあと思っています。
今まさにその2040年問題っていうのは、様々なところで言われているところなんですけども、私も規制改革会議の方で、財政制度の審議会で、その分科会で今年の４月に提供された資料をもとにお話させていただくと、確かにいわゆる労働ギャップというか、足りなくなってくると、労働人口が。ただ、それは今現状での需給だと思うんですよ。それを成長シナリオと現状維持シナリオの両方で、財務省の方でシミュレーションしたところということなんですが、実は多くの産業が充足するというようなデータも出ております。
今大変人が足りないという、運輸業の方ですけども、こちらの方も自動運転とか多分そういったものがどんどん進んでいくということ、2040年ですから相当技術が進歩するだろうということで、ここは充足するだろうということ。それから製造業の方も、成長シナリオでギリギリではあるんですが、こちらの方も十分現状維持では充足するといったようなこと、そして大変言いにくいんですが、非常に需給ギャップがなくなるっていうのが公務員さんなんですよ。多分いろいろＲＰＡとかＡＩとか導入されて、そういった事務作業というものがもう極端になくなってくるといったようなことが想定されていまして。
一方で、確実に足りないなというのが、全部で分野的には10ぐらいの分野でシミュレーションされたんですが、足りなくなるものが３分野あって、ひとつは情報通信業なんですね。かなりＩＴとかそういったこと、通信関係がやっぱり進んでいくと、ＡＩとかそういったところも含めて進んでいくことになると、そういったコーディングする人とかが必要になってくるんだろうということですね。
それから、私の本業ではあるんですが、医療福祉分野も間違いなく足りなくなる。人でないとどうしようもないってとこがあるんで、後ほどちょっと話をするかもしれませんが、昨日2040年の福祉の提供体制整備事業の、サービスのあり方検討会というのがあって、その中でも、もう人が足りなくなるから、足りない人で見ていかないといけないねぐらいの話が出ています。
もうひとつが、実はですね、足りなくなるだろうというのが教育学習支援なんですよ。まさにこの教育委員会が関わるところで、子どもたちが生まれ育ち、社会において、いわゆる成熟した大人としての戦力になっていって社会を構築していく。といったところでの学習支援というのが、これも医療福祉と同じような考え方、人が人をやっぱり育てていくというところで非常に大事なんだろうなあと感じたところです。
今これが財務省がシミュレーションしたところのひとつの考え方なんですが、もうひとつ参考に申し上げると、実はそのような形、不足するところは不足するけども、充足するところもいっぱいあるよといったような、全世界では、労働移動がもう既に起こっていると。日本においてもこの労働移動をうまくいくことが将来において非常に重要だということです。一番うまくいっているのはアメリカなんですけどね。労働移動が円滑にいくと、賃金がポンと上がってくると。アメリカの場合1.5倍ぐらいになっているそうなんですけども、そういったこともあるので、これは日本全国の話なんですけども、やはり産業分野を見ながら労働シフトをしていくということを、視点を置くことが大事なのかなと。そうなったときに、西海市ってどうなのかというところだと思うんです。西海市におけるその基幹産業であったり、将来的な成長産業であったりっていうところをどこに置いて、どこにそういうマンパワーのシフトとかを考えていく視点というのが今後大事かなと思ったところです。私の方からは以上です。

○瀬川市長
今のご意見や考え方について、何か特にございましたら。
（意見なし）
大丈夫ですか。私から言っていいですか。この表とこのグラフ、何年か前、県の副知事として、国交省から藤井さんという方がいらっしゃって、つい最近来られたんですが、まさしくこのグラフを持ってこられたんです。要は人口減少が止まらないのは、この30代の女性が、極端にこの辺20代、30代あたりがへこんでいると。だから、ここの対策を何とかしなければどうしてもいかんよと。今対策をやっとったら、2040年のグラフはちょっと変わっている可能性があるんじゃないかなって思いますし、教育ばかりじゃなくて、全体的な西海市の状況というのは、そういったところにきちんと目を向けて、対策をいかに取れるかというところにかかっているんじゃないかなと思っております。後ほど、これまでの説明も含めて、ご意見を出していただく機会がございましたら、委員の皆様方におかれましてはよろしくお願いをいたしたいと存じます。

○瀬川市長
それでは、他にございませんか。大丈夫ですか。はい、武宮委員どうぞ。

○武宮委員
今のグラフを見てお尋ねしたかったんですが、西海市の将来推計人口というのが出ていて、その出生者っていうのが、どういうふうに推移していくと予想されているのかお尋ねしたかったんですけど、その辺いかがでしょうか。

○瀬川市長
感覚で行っているものなんですか。実数をきちんとこのグラフで基づいて、40年に1万7,000人。

○熊本課長補佐
2040年に1万7,000人に減りますというこの推計、これ総務省の統計ダッシュボードから拾ってきている数字なんですね。こちらの方でちょっと独自に推計しているというわけではございませんので、はい。

○北島委員
人口問題研究所でしょ、もともとは。だったらほとんど変わらないですよ、この推計は。その２人から１人しか、いや何人か生まれるけども２人から何人生まれるかということをずっと推計していくんで、ほぼ変わらない。上振れと下ぶれが若干あるだけですよ。

○瀬川市長
他に何かございませんか。
（質問なし）
では、次に移りたいと思います。よろしくお願いします。

○熊本課長補佐
続きまして、教育大綱の見直しにあたっての参考情報というところでございます。ここからは、現大綱下における施策の評価状況というところを少しかいつまみながらお知らせしたいと思います。
まずこちらのスライド10番なんですが、この赤枠点線の囲みの中、これ教育振興基本計画の体系図なんですけれども、ここに教育大綱の５本柱が出てまいりますということをここでお示ししております。
ここで説明するものは、毎年度、教育委員会におきまして、事業の自己点検評価を実施しております。６年度の事業分に関しましては、今点検作業中というところで最新の情報ではないんですけれども、直近の５年度事業の振り返りというところを、次のページから見てまいります。この中で、施策の評価を４段階で評価をしております。教育委員の皆様には毎度ご確認をいただいている点かと思いますので、ここの説明に関しましては割愛いたします。
まず最初のページ、スライド番号12番が、５本柱重点政策での分類というところでございます。評価項目96項目ございました。その値をグラフ化してお示ししているものでございます。概ねＡないしＢ評価が占めるんですが、「生きる力を育む学校教育の実現」に比べて、他の項目でＡ評価の割合が５割程度にとどまっております。
「地域を支える文化芸術スポーツの振興」においては、Ｄ評価は見当たらないんですが、Ａ評価の割合が最も低かったです。
「市民総ぐるみで取り組む教育力の向上」と「地域を支える文化、芸術、スポーツの振興」では、Ｃ評価の割合が他よりも高い状況が見られました。というのがここのグラフから見られることです。
続きまして、「生きる力を育む学校教育の実現」の下にあります、主要施策の状況がどうかということをここから見ていきます。５本柱の下の主要施策の状況です。
この項目には、教育内容の充実とか教育職員の働き方改革、教育環境における広範な事業が含まれております。Ｄ評価がついた事業など、なかなか難しい点があるということもあるんですが、当局の努力だけではというところもあるかもしれませんが、下に一覧表としてお示ししておりますところで、Ｃ評価とＤ評価の事業が３つございました。８割弱はＡ評価なんですけど、「豊かな心の育成とふるさとを学ぶ教育の推進」においてＤ評価がありましたという状況にございます。
続きまして、「いつでもどこでも学べる生涯学習の推進」下の、主要施策の状況でございます。主要政策下の主要事業のうち、５割弱がＡ評価なんですが、学習関係の充実においてＣ評価が２件ございました。図書サービス区分に当たるものがあるんですけれども、今どき図書館で本を借りるだけではということですね。ネット上に様々なコンテンツがございますので、なかなかこう達成に向けて、アナログの図書を読んでいただくというところにどれだけ訴求していくかというところ、なかなか難しい問題でありますけれども、やはり活字に触れるということは、教育上非常に重要な点でもありますので、こういったところの充実も、やっぱり今後あってもよろしいのかなと個人的には感じました。
続きまして、「市民総ぐるみで取り組む教育力の向上」下の主要施策の状況です。主要事業のうち、Ａ評価が５割ありますが、Ｃ及びＤの評価の判定があることによりまして、他の重点施策に比して停滞感がある印象はございます。こちらに関しては、この５年度の評価の状況というのが、まだコロナ禍から明けたばかり、という時期に当たるものかと思いますので、そういった点もちょっと影響しておるのかなとは思います。実際、リアル、対面での何かこう取り組みというか、そういったところの項目が多分多い施策だと思いますので、そういったところも影響しているかもしれません。
続きまして「安心して学べる教育環境の構築」下主要施策の状況というところです。主要事業でＡ評価Ｂ評価が半々、「安全で望ましい教育環境の実現」において目的達成度合いが幾分弱い傾向にあります、ということです。こちらの重点政策に関しましては、主に学校施設の整備に関するハード事業とか、学校適正配置、子どもたちを見守るための仕組、就学援助といったセーフティネット系が含まれるということでございます。こちらに関してはＣ、Ｄ評価ありませんでした。
最後、「地域を支える文化芸術スポーツの振興」主要施策下の主要事業ですが、Ｄ評価はありませんでしたが、Ａ評価の達成ができていない項目、主要施策がございます。文化スポーツに関する様々な施策がたくさん打たれているんですけれども、どうしても個人の趣味志向が反映されがちな分野でもあるかもしれません。文化スポーツを通じて、どのような市民像を描くのか、他の項目でも同じなんですけれども、そういったところの視点が重要になってくるかなと感じます。
このパートの説明に関しましては以上です。市長お願いします。

○瀬川市長
はい。説明が終わりました。ここまでの内容で皆様方からのご質問等をお受けしたいと存じます。

○瀬川市長
はい、北島委員さん。

○北島委員
印象的な話になるのかもしれないんですけども、まずこの資料のまとめ方は、非常にわかりやすくまとめていただいて、いろんな見方ができるのかなあと思いながら拝見したところでした。
まず５つの柱で、もう圧倒的にやはり学校教育への入力とか、取り組みっていうのが、やはり割合としては高いのかなあというところは正直感じたところであります。他の４本の柱がこの１つ目の柱、学校教育と同じようなバランスになってくるのがいいのかなあと思う中で、やはり気になるのが、市民ぐるみでの教育力の向上というところ、やはり家庭の教育の力っていうところが、これは肌感覚についても西海市は非常に弱いのかなと感じています。30代ぐらいの子育てのファミリー層ですね。やはり生活力を高めていくとか、あるいは教養力を高めていくとか、やっぱりそういったことがないと、なかなかこの家庭の教育力ですよね、家庭学習ではなくてですね。家庭の教育力というところが高まっていかないのかなあと、これは普段からずっとこう感じているところが如実に数字としてもと言いますか、傾向としても出ているんだなあと思っております。
それともうひとつ、今後の話でしょうから、今後力を入れていかないといけないかなというところは、やはり生涯学習のところかなと思っていまして、特にこれは日本全体で言えることなんですが、世界の中でもリスキリングというか、学び直しが非常に低いとこですよね、国、日本自体がですね。なんかＯＥＣＤの中で35位とか34位とかいう、もう最下位に近い。リスキリングがなされているところは、やっぱり平均で60％ぐらいあるのが、日本が35％というような数字を見たことがありますけれども、そういった意味ではいつ、いくつになっても、学び、また学び合えるような、そういった環境整備というところ、先ほど本の話もありましたけれども、一般市民の方がどの程度本を読まれているのかというところも、ちょっと気になるところです。
そういう中で、学校教育の政策とは若干違うのかもしれませんけども、今西海市の中で以前から高齢者の方が、意欲的に地域の繋がりとか、学習意欲を持って参加されているのが「わいわいサロン」なんです。いろんな福祉の集まりとか民生委員さんの集まりとかに行っても、各地域でこの「わいわいサロン」ですとか、「100歳体操」とか、こういったところが非常に各地域の活力にもなっているというお話も聞きますし、実際そういった成果も出ておられると思います。やはり人が集まるっていうところは、そこに話題ができたりとか、交流ができたりとか、社会参加に繋がっていくということで、本当に学び合いの場にもなってくるかと思います。
一方で、高齢になればなるほど手続きが難しいということがあって、本当に先ほど教育委員会の中でありましたけれども、少人数になっていってもスポーツの補助をしようねというお話がありましたけれども、やはり高齢になっていく、あるいはいろんな集まりの中でも、地域で活力を持ってやっておられるようなところには、ぜひやりやすい支援制度とか、そういったものもあるといいなあと感じたところです。ひとまずはこういうことにさせていただきます。

○瀬川市長
はい、ありがとうございます。他に。はい、どうぞ谷口委員さん。

○谷口委員
今お話が出たことも踏まえて、今お示しいただいたそれぞれのデータであり評価が、令和５年度のものということでありました。もう本当にやはりコロナの状況が明け、すぐのことですので、今まだこのさらに１年間でずいぶんそれぞれの人とか、また学校も含めて地域もコロナを明けた後、少しこう、あれも取り戻し、元気も取り戻し、またさらにこの状況で今までコロナのために停滞していた、あるいはやめてしまったものなどを、何とかしなければいけないと歩み出したのが令和６年度だったと、私の肌感覚ではあるんですけど。また今後出される令和６年度の評価とか、そういうデータとかなども参考にしながら考えていけたら、新しい時代の進め方を学校だけじゃなくて、地域の部分についてもまた、見直しをしていくことも必要なのかなと思っています。
言われましたように、本当に家庭の教育力、それから地域の教育力、それと生涯学習については、学校も踏まえて、さらに成人の人たちが地域みんなで、学びあっていこうというそういうのを支えて後押しできるような、市の教育行政であったらいいなと私もつくづく思っておりますので、そのあたりも今後考えていくときに、新たな教育大綱、教育基本計画を作っていく、そういうさらに新しいデータなどがあったらいいなと思ったところです。

○瀬川市長
はい。ありがとうございます。他にございませんか。はい、よろしくお願いします。

○矢吹委員
今谷口委員さんが言われたように、今まではコロナ禍で、子どもたちや地域の方たちとの交流とかも途絶えていたと思うんですけれども、これからやはり、子どもたちも、地域の方々との交流を増やして、西海市のいいところは、やはり食べ物もおいしいですし自然も豊かですので、伸び伸びと子どもたちが育っていけるように、農業体験であったりとかいろんな体験を通して、地域の方々と体験を通して豊かに育っていってくれたらなと思っております。

○瀬川市長
ありがとうございます。他にございませんか。はい、どうぞよろしくお願いします。

○武宮委員
ちょっと感想のようなことになりますが、子どもたちの家庭の学習や読書の習慣という評価が低いという現状は、私も実際に学童保育の方を運営しておりまして、そちらで肌で感じているところです。今夏休みに入りまして、子どもたちのそういう学習の時間や読書の時間を設けているんですが、年々、子どもたちの読書離れというか、読めない子が増えているように思っています。
先日保護者会を開いて、保護者さんたちにもそのことについて理解をいただくようにお伝えして、保護者さんと協力して、学習・宿題をどこまでするとか、あるいは本を一緒に選ぶとか、そういうところで子どもたちをお家から出してください、というようなことをお伝えしたんですが、なかなかそれでも、できない子ども、読めない子どもがいます。よくよくこう尋ねてみると、やはりそういうところは、家庭でそういう習慣がないところが多くて、家庭、親の、学習、読書に対する姿勢というか、そういうものが子どもたちにそのまま伝わっているように感じておりますので、そこはどういうふうにしていったらいいかなっていうのが私自身の課題でもあるんですけど、そのようなことを思いました。以上です。

○瀬川市長
はい、教育長よろしくお願いします。

○渡邊教育長
今の武宮委員のご意見なんですけども、私も確かに読書、読書のみならず、いつも北島委員さんが言われているように、文化、スポーツも含めて、そこに対する市民の要求が低いからといって、それがうまくいっているかというと、そうじゃないと思うんですね。もう基本的に、もうそういうものに何かして欲しいという気持ちすらも起きてないというところで、やはり先ほどの５本柱で言いますと、一番下の「地域を支える文化・芸術、スポーツの振興」、ここも今のところ非常に弱いかなと思います。
特にコロナ禍があって、スポーツについてはいろんな行事が中心になって、昨年度は七釜鍾乳洞ロードレースも、ちょっと別の事情で中止になったんですけども、トライアスロンもなくなりましたし、そういう意味では、やはり市民の活力・元気を与えるという面では、例えば高校で、今、西彼杵高校がバレー部が強くて、全国大会に行くようになったら、非常にこう盛り上がって市民もいっぱい応援に来てくれているんですけども、そういう意味でこの文化スポーツ、ここもやはりこう力を入れていくべきだと思うんです。
文化で言えば、いろんなイベントを増やすとか、読書で言えば、先ほどの教育委員会でちょっと詳しくは報告できなかった図書館協議会では、もう昨年度令和６年度の図書館の利用状況見ると、やっぱり増えてないんです、コロナ禍から減っています。そういう意味で、なかなか本を読まない。それはなぜかと言うと、ひとつは図書館に魅力がない。例えば、新しい本がどんどん入っているかとか、あるいは新聞が、もう新聞は今一紙しか各図書館にとらないと。そういうところに委員の皆さんからも、そこを何とか充実して欲しいという意見が出ないんですよ。私もあえて自分からは言いませんでしたけども。
そういう、何か文化的なことに対する要求がもうなにか低いからいいじゃなくて、やっぱりこう高めていって、市民が魅力に感じる施設を作っていくべきだなと思っております。そういう面ではこの５番目の柱、これも非常に重要かなと思います。
今度の見直しについては、この５つの柱、ここから見直していくべきだと思うんですよ。この５つでいいのか、もう１つぐらい増やしたほうがいいのか。あるいは、例えばそのスポーツは、もうこれは独立して本庁の方でやっていただくから、もうここは外していいとか。そういうことも含めて、この５つの柱でいいのかどうかっていうのを見直して、せっかくの機会で、その次の主要施策とか、そういったところ当然見直していくべきだと思うんですけど、この柱について、ちょっと根本からちょっと見直していくべきじゃないかなという気はしております。以上です。

○瀬川市長
はい、ありがとうございます。どうでしょうか。

○田口次長
市長、よろしいでしょうか。

○瀬川市長
はい。

○田口次長
事務局の方からご提案なんですが、今回谷口委員から、昨年度の評価についてやはりそのコロナ禍が明けて、実際その今の実態と合ってないというご意見をいただいております。確かにそうなのかなと考えたところです。今回お示しをしている、その見直しにあたっての参考情報、これについては自己点検評価の５年度の分になります。６年度の資料については、事務局から説明したとおり今作業中でございますので、これについては８月の定例教育委員会に、一旦は事務局で自己評価したものを提案させていただきます。その情報をもとに、今回お示しをしているような形の分析をいたしまして、再度これについては、事前に提出をさせていただきたいと思っております。
それを踏まえまして、また次回の第２回の総合教育会議の中でも、ご意見をいただければと思っているところです。以上でございます。

○瀬川市長
はい、どうぞ。

○北島委員
よくわかるんですけども、コロナが明けたからがらっと変わるわけでは全くなくて、コロナの影響ってものすごいんですね。もういまだにマスクしているしみんな。昨日もたまたまお通夜であった方は、あんたとこ出とらんねって言うわけですよ、コロナがですよ。だからもう、本当にずっと続いていた会もなくなったりとか、もうせんでもよかねってなったりとか、あのね、何か非常に直接的ではなくて、何かこう心理的に、停滞していた４，５年間で、外との交流、繋がり、そういったものがもう刷り込まれているような、市民感情にも、生活の中にも、外出もされなくなって、かなりそれは経済的にも影響が結構出てきているところがあって、今観光需要というのはインバウンドですもんねほとんどが。ということで、旅館はインバウンドで潤っているけど、国内の日本人は旅行してないといったような情報もある中で、例えばそれが６年度の状況で若干変わるかもしんないけども、その刷り込まれて生活している大人・子ども、子どもは大人環境の中でまた育ってきますんで、その次があと５年後10年後っていうことだと思うんです。
そういう意味では、この教育大綱というのは５年先のところを見据えながらやっていくんでしょうけども、そういう意味では本当にいろんな、今意見はありましたけれども、今現状の中で、我々がどういうふうにやはり変えていかないといけないのかとか、逆に言えば本当に別の刷り込みをしないといけないわけなんで、どういうことをやっていかないといけないかっていうことは、一方ですごく議論のテーマとして大事なのかなあと思っているところです。
すいません、反対意見って意味じゃなくて

○瀬川市長
他に何かございませんか。
ちょっと私からなんですが、先ほど教育長からも話がありましたように、スポーツ面についてはこれ一般の行政側で、一般行政でまずやらせてもらう方法もいいんじゃないかなって思ったりしております、実際。事実、そういう気持ちでおります。それは私、今の個人的な思いの段階であって、教育委員の皆様方のご意見とかお考えをお聞きしながら、来年度にきちんとした方向性が出せるとすれば、来年度から機構改革の中にそういったことを入れながら、進めていきたいと思っておるところでございますので、どうぞよろしくご審議のほどお願いをいたしたいと思います。
そしてせっかくですから、参考情報ということで申し上げますが、西海市の女性の健康寿命の順番が出されておるようでして、男性は上位の方にいるらしいんですが、女性の健康寿命の順位が最下位らしいです。だからここに何か見えてくるものが、家庭の姿とか、地域の実情とか、こういったところから見えてくるものがあるんじゃないかなと、日々思っておりまして。理由は、休みがない、自分の時間がないそうです、西海市の女性には。ですから、公園で４，５人仲間が集まっていろんな世の中のお話をしたりとか、そういった時間、休み時間がない。休みのときに、何かこう違う仕事とは別のことをする時間がないということがひとつの大きな原因らしいです。
ですから、そこから西海市の教育的な課題もちょっと見えるのではないかという思いもいたしております。私の私的な考え、思いでありますので、参考にならないかもしれませんが、申し上げておきます。

○谷口委員
それは長崎県の最下位。

○瀬川市長
はい。21市町の中で、西海市の女性の健康寿命は最下位。西海市ではなくて最下位。他に特にございませんか。大丈夫ですか。先に進めてよろしいですか。
（「大丈夫です」との声有り）
では次のパートに移りたいと存じます。説明をよろしくお願いします。

○熊本課長補佐
続きまして、見直しにあたっての現状認識ということで、数値的に拾える教育関係の目下の状況というところを、ここからグラフ等でお示ししていきたいと思います。
まずスライド番号18、４分の１の部分です。こちら過去10年間の児童生徒数と教育機関数の推移、並びに少し未来の予測ということですが、緑色の線が小学校の児童数の状況です。平成28年1280名いたものが、令和７年度1103名まで180名ぐらいやっぱり減っておりますと。一番右に行くと、令和13年の推測値ということなんですけども、これ推測というよりも、本年５月１日時点の未就学児から小学生が、そのまま進学・進級するものと仮定して、単純に年齢をスライドさせた結果です。ということは、この783っていうのは、今年の５月１日時点の未就学児の数ということになります。
同じく青線が中学校の生徒数、こちらもやっぱり700名ぐらいおったのが、令和７年には600名を切って573名ということで、若干増える年もありますけれども、やっぱりだんだんと右に下がっていくという状況にございます。
小学校数に関しましては、ある一定の時点で統廃合とかがございましたので、これ以前にも平成25年度に大瀬戸地区がございましたし、平成30年度が西海地区、令和４年度が西彼地区で学校の統廃合があっておりますんで、徐々にちょっと学校数が減ってきておるという状況がここで見えるかと思います。
４分の２の部分、こちらもあくまで参考なんですけれども、市内の３高等学校の生徒数、過去10年間の推移と15年後までの予測ということでお示しをしております。
同じく平成28年、12年前かなりの数、例えば西彼農高さん緑のラインなんですけど、287名生徒さんいらっしゃったのが、令和７年でいきますと161ですね。もう大幅に減ってしまっていると、もう約半数近くの生徒さんがいなくなってしまっているという状況がございます。これ、ちょっと西彼農高さん令和８年度に少し特異な数字が出ているんですけれども、あくまでちょっとした数字遊びの範囲を出ない集計ですので、あまり参考にならない部分もあるかもしれませんけど、大まかな傾向としてはこれで見えてくるかなと。
絶対的な子どもの数がやっぱり減ってきているという中で、３高等学校さんがそれぞれに頑張られて、ここ３年ほどの入学者数っていうのは、横ばいか若干の上振れを見ているという状況ではあります。一定程度の善戦はしているんですけれども、絶対数の減少は、やっぱりその後如実に現れてくるというのがこのグラフであります。
[bookmark: _GoBack]続きまして４分の３、合併以降の人口と各種施設数の推移というものでございます。黄色の棒グラフが人口です。平成17年の合併したときには約３万5000人だったものが、令和７年一番右になると２万5000人ということで、約１万人の減を見ているという状況にあります。
次に、緑のラインが公民館、図書館文化施設、あと博物館等、そういった施設の数なんですけれども、ここに関しては増えて、若干減る年もあるんですけれども、概ね25以上ということで、あまり変わっていないということがわかると思います。人口に比してやはり施設数があまり減ってないという状況ですね。
青色の線、社会体育施設数なんですけど、こちらに関しても大幅に増えています。これに関しては先ほどのページでもご紹介しました小学校の統廃合とか、そういったものがございまして、教育施設が社会体育施設に鞍替えをしたというところがあっての増加が出ておるところもございます。こういった状況が見える、人口に比して施設数がある程度やっぱりまだ残っているというところをお示しするグラフです。
最後４分の４ですが、合併以降の課ごと職員数の推移ですね。平成17年度から令和７年度までの教育委員会所管内の職員数を示したものです。17年の社会教育課、突出しておるんですけれども、各地区に教育振興課という独立した課がございました。そういったところに21名がいたりとか、スポーツ振興課っていうもうひとつ別の課があったりしたものですから、少しちょっと特異的な動きをしておるんですけれども。教育総務、学校教育課に関しては概ね横ばい傾向ですかね。社会教育部分に関して、やっぱり合併当初から比べるともう半数ぐらいになってしまっているという状況をお示ししたものでございます。このパートの説明に関しましては以上です。市長お願いします。

○瀬川市長
ここまでの内容で、皆様方からのご質問等をお受けしたいと存じます。

○北島委員
急には増えんけんですね、人が。

○瀬川市長
はい。去年生まれた赤ちゃんの数って100人、何人ぐらいだったですかね。

○北島委員
昔は、１町100人だったんですよ。

○渡邊教育長
今、大体１学年が200人ぐらいいるんですよ。でも、去年生まれた子は102名ですので、この子たちが小学校に上がってきて、さらに６年生になる頃には100人ぐらいになるから、ちょうど半減するんですよね。
だから10年後ぐらいにはそういう時代になる。それと関連して、主要施策10ページのところで、先ほど５本柱がありますという中で、「安心して学べる教育環境の構築」の主要事業の中に、「学校の適正配置の促進」というのがあるんですけど、これを促進すればもう本当に子どもの数が半減するわけですから、もう学校も半分になりますよということなんですけど。私は教育長になってから、大崎小学校が令和４年にできましたけど、それ以降、もうなるべく今の学校数を維持するという方針で来ているんですよ。あと５年間ぐらいは、何とかこうやっていけると思うんですけれども、10年後は先ほど言ったように、半減するんですよね。そのときに、学校数を半分にするのか、半分というのはちょっと極端ですけど、今、例えば西海町には３つの小学校、西彼町も３つですよね。そういう３つあるのを町に１つという感じになってくるかもしれません。
そういうときに、それでいいのか。やっぱり例えば崎戸小学校、これがなくなって、崎戸地区は病院もなくなりましたけども、もう一気にその若い世代がいなくなって、急激に人口減少が進んでいく。そういう中で、複式学級になっても今の雪浦小みたいに、ある一定数を維持しながら高い学力も維持しているという、頑張っているところはやれますので、当面これを維持していくという方向で、何とかいけないかなと個人的には思っているんですけども、そういう人口が減るというのはもう間違いない。先ほどのグラフでいくと、これが増えることはもうほぼないわけですので。そこで、この大綱の中に学校数というのは具体的に多分出てこないと思うんですけど、やっぱり促進するというのはちょっとまずいと思うんですよね。何とか維持するというような（文言で）入れて欲しいなと個人的には思っています。

○武宮委員
今までのお話の続きなんですが、雪浦の場合は非常に地域のバックアップっていうのが、強くあって、それで学校を維持したいっていう思いの方もたくさんいらっしゃって、そういう中で学校が維持されているっていう背景があると思いますので、そこを維持していこうと思うと、学校だけではなくてその地域の後押しが必要に、非常に大事な力になっていくと思います。

○渡邊教育長
ですから、学校を維持する前提としてはそういう地域のバックアップ、地域との協力というのはもう不可欠だと思うんですよね。それがあって、何とか学校を、今の数を維持できないかなと思っております。

○北島委員
そういう意味では、本当に今進めているコミュニティスクールというものを、しっかり地域の核になるような形で、いろんな支援も含めて会員を含めて作り上げていくという、ひとつのモデルを、それも大事なのかなというふうに思いますけども。今は何か制度的にそうなったからやっているぐらいの部分もあるし、地域の方もどういうふうに関わっていっているのか、これもこれも同じ委員さんが出てきているとか、そういったところも出てくるんで、それがやっぱり意味ある、地域のそういった求心力というか、そういったものを学校中心に作っていくといったものがひとつできれば、地域の方の拠り所にもなってくるのかなとも思うんですけどね。

○瀬川市長
大丈夫ですか。それでは最後のパートの説明をお願いいたします。

○熊本課長補佐
続きまして、見直しにあたっての基礎資料ということで、３ページにわたってご説明いたします。国・県の教育振興基本計画から読み取れる情報というところをまとめたページでございます。
社会情勢、それぞれ国・県がどのように捉えているかを箇条書きでまとめたものです。いずれにしましても、国・県におきましても、やはり将来性の予測が困難ですよというご認識を持たれているということです。「VUCAの時代」ですということが書かれてあります。また、やはりどうしても少子高齢化というとこ、あと気候変動もそうなんですけど、先ほど来お話に上っているコロナの影響というところが、やっぱり人々の生活をもう一変させてしまって、まだその影響が長引いているというところがこう書かれている部分があります。
あとはそうですね、ご紹介するとすれば「wellbeing」ですね。県の方の社会情勢の中に書かれていましたけど、精神的豊かさ、そういった面を重視していきましょうという思考が台頭してきているよっていうところ、社会情勢として認識されているというのが読み取れたかと思います。
続きまして資料３分の２、教育的課題の例というところでございます。国の捉え方の中に、将来予測が困難な時代に対応できる人材育成、その学びのためのデザインというところで、先ほど北島委員の方からリスキリングというお話もございましたけれども、そういったところの不足とか、やっぱり地域間格差がありますよ、基礎学力の低下、学習意欲の低下、そういったところも問題としてある。あとは教育ＤＸの推進の遅れとか、教師の専門性向上、働き方改革っていうところも非常に重要な課題ですよというところですね。あとは先ほど出た「wellbeing」的な部分、児童生徒の心身の健康・ウェルビーイングの維持といったところ。そうですね、いろんなハンディキャップ、経済的にもそうですし、もともと持った障がい的なもの、あとは国籍とかそういった部分の環境的ハンディキャップへの支援強化っていうところも課題ですというのが国の捉え方のようです。
それに倣うように、県の方でも同系列のような課題を感じておられるようなんですけれども、さらに、島しょ部・半島地域というところの特性がございますので、そういったところでどうだろうかっていうところと、あと過疎化っていうところ、地方都市におけるというところが少し加わっているっていうのが、県の基本振興計画の課題の捉え方かなという印象を受けております。
続きまして３分の３、頻出単語をまとめたものです。国の振興基本計画と県。左が国の計画、右が県の計画でございます。番号を振っておりますけども、これ別にどうという意味合いはございませんで、書いた順番です。この中で、やはり共通して出てくるのが、国、県ともに「wellbeing」、「地域」「ＤＸ」「家庭」「教員」、そういった辺りが共通したキーワードになっているというものが見てとれました。このパートにつきましては以上です。市長お願いします。

○瀬川市長
はい。それでは、すべてのパートの説明が終わりました。ここまでの説明で、少子高齢化の急速な進展に伴う人口減少社会への突入、増大する行政課題と人的リソース不足という国難ともいうべき状況、将来の予測が困難な時代、いわゆるVUCAの時代であるといった国県の社会情勢の捉え方が紹介されました。
こうした状況下におきまして、今後の教育行政の方向性を見定めるキーワードとして、児童生徒の幸福感、自己肯定感や教員の働き方改革といった、いわゆる「wellbeing」的視点、障がいの有無、国籍、人種、宗教、性別、家庭環境などによって排除や区別をせず、すべての子どもをひとつの社会の一員として受け入れ、ともに育つ環境をつくるという「インクルーシブ教育」という理念。
一方、急速に発展するデジタル技術の活用に向けた、「教育ＤＸ」という観点といった点が、現大綱において足らざるところとして浮かび上がってございます。こうした点を踏まえて、ご参加の教育委員の皆様並びに教育長が現在お感じになっておられる時代の変化、次代を担う人材育成に対して、教育行政が果たすべき役割といった点についてご意見を聞かせていただければと存じます。
皆様方からのお話を伺ったのちに、私の教育に対する思いについてお話をさせていただきたいというふうに思ってございます。

○北島委員
市長、そしたらその前の論点も、最後までよろしいですか。

○熊本課長補佐
私が論点の説明を抜かしておりましたので、大変失礼いたしました。
それでは、最後の意見交換に入る前に論点のところをご紹介いたします。ただいま市長からご紹介のあった部分の論点なんですけれども、こういったことが考えられるんではないかなというところを抜き出しております。
見直しにあたって継承強化すべきと考えられる点、県の計画との整合がどうだろうかというところを見ております。あくまで左側、現教育大綱下における観点としております。５本柱のお題目そのものではございません。観点として捉えたということでご覧いただければと思います。
４つの項目、「協働による教育の里づくり」という観点、「生涯学習の推進、文化スポーツの振興」「安心安全な教育環境の整備」というところに関しては、やはり継承強化すべきだろうと考えられるんじゃないかなというところでございます。理由・評価につきましては右にお示しをしておるとおりなんですけれども、いずれもこういった考えで似通った部分があるということでお示しをしております。
続きまして、見直しにあたって考慮すべきと思われる点、現県教育振興基本計画等との不整合というところでございますが、こういったところがやはり時代の流れというものが色濃く出てくる部分かなと思います。「wellbeing」の明示的な位置付け、現大綱下では、幸福感・自己肯定感といったキーワードと、そういった部分への直接的な言及が少ないというところが課題としてあるんではなかろうかと思います。
続きまして、「教育ＤＸ」「生成ＡＩ」の活用ということです。冒頭押さえておきたいポイントとして、人が減っていきますよということをお伝えしたんですが、その中で不均衡をどうするかっていうときに出てくるのが、やはりＤＸであったり、生成ＡＩという技術革新、新たな技術であったりというところを、どう教育行政の中に盛り込んでいくかというところも課題であろうかなという考え方です。
あと、「子どもの声の反映」ですね。現在の大綱下においては、施策に反映する直接的な仕組というのが明文化されていないというところもございますので、子ども基本法等の理念に則って、アンケートとか意見聴取の制度化ができればどうだろうか、というところでお示しをしております。
「探求キャリア教育の体系化」というところ、こういったところもリスキリングとか、今後の人材育成というところに繋がってくる課題かなと思います。
最後に「インクルーシブ教育の進化」というところです。今までどちらかといえば特別支援教育のことが中心であって、包括的な多様性対応というところが限定的であったのかなというところが見えるのではないかと思っております。論点といたしまして以上の２点でございます。大変失礼いたしました。

○瀬川市長
すみません。私ちょっと進行に誤りがございました。お詫び申し上げます。
それでは、皆様方から。

○北島委員
実は、福祉関係の会議の資料で、５年に１度取られる市民の意識調査というのが出ていまして、これは西海市の別の会議ではありますが、この総合教育会議でも、数字だけは参考にさせていただいてもいいかなと思ってお話をさせていただきますが、この地域に対する愛着とか、それから住み続けたいかっていう項目がありまして、５年前の令和２年の調査で住み続けたいかというところで、逆にあまり暮らしたくないとか、暮らしたくないっていうのが、20歳未満で29％だったんですけども、今回令和７年の調査でいうと、これが倍増して43％に増えていると、あまり暮らしたくないと。ひいては、暮らしたいと思う人は、これ人数は少し少ないんですが、0％と。非常に私この数字を見て、将来的にこの西海市がどうなるのかということも含めて、今現在の状況をほんとに表している、象徴的な結果かなと感じたところです。
翻ってこの教育会議の中では、今後の教育を考える上で、せっかく市長さんもおられる会議ですので、教育大綱の参考になるならないは別にして、ちょっとペーパーを作ってきましたので、ご覧をいただければなあと思っているところです。
今週の新聞だったですかね、西海町の川内のホゲットさんっていうカフェで、高校生のワークショップがあったという記事もありました。多分ワークショップは和気あいあいと、その記事の中でいろいろ皆さん夢を語りあったと思うんですが、でも現状というところもやっぱりしっかりと現実的に見ていて、その中では人口がどんどん減っているねということとか、困ることとして店が少ないねとか、交通の便が悪いといったようなネガティブな意見も多く上がったということを聞きました。
先ほどの市民アンケートも同じような傾向があるということで、そこで私としては、やはり人の成長を考えたときに、当然そのやりたいこととか夢とか、そういった志はあるわけでしょうから、やはり地元ですくすくと育まれたのちは、やっぱりその夢をぜひ追いかけていただきたいなと。それが西海市内にあれば一番いいんですが、全国、全世界ということを考えたときには、当然その外にあることも多いだろうという前提で言えば、一旦、その外に出ていろんな社会を経験する、いろんな場面を経験するということも当然、その人の人生、成長については重要なのかなと思うんですが、しかし、いつかは西海市に戻ってきてもらいたいと。やっぱりそういった教育を作り上げていくというのが、この教育行政の役割のひとつなのかなということで、コンセプトとしてはまた戻りたい西海市というコンセプトを考えました。
先ほど、教育長も市長もお話になられた、文化であったりスポーツだったりっていうところ、これをいわゆる市長部局の方でなのか、一般部署で展開されるというようなお話もありましたが、まさに今後の教育も庁内連携、連動・共同でやっぱりやっていくものかなあと思います。いろいろこう書いていますが、柱として、まずはしっかりと子どもたちに郷土愛を植え付けるような、そして誇りを持つような、今やられている「西海ふるさと学」をさらに、さらに強化するということが非常に重要かなということです。そういった中で、教育長が文化っていうお言葉を言われましたが、私もそこは非常に同意見でありまして、やはり西海市にも誇れる歴史的な文化というのがたくさんあるわけです。ジュリアンの歴史であったりとか、それから谷口委員も関わっておられる横瀬の、ポルトガルとの南蛮貿易の歴史であったりとか、どれだけの市民の方がそういったことを知っているんだろうと。
一方、島原の方では、別にそういった人物を輩出しているわけじゃないのにセミナリヨという学校が始まったから、それをもとに教育のプログラムとして、それを強調してやられているという地域もあるわけです。やっぱり西海市に生まれたら、この西海市の持つ風土とか文化が育んできた偉人たちというものが、我々のDNAの中にも流れているんだということを、しっかりと認識していただけるような、そういった西海学。
それから、いわゆる産業に関して探求する、創造的な学習体験学習ということも重要だとは思うんですが、ぜひそれらを通して、プレゼンができるような、いわゆる創造を発表できるような、そういったいわゆるアクティブラーニングを徹底して行えると、少人数だからこそ行えるんじゃないかなと思います。そういったことをぜひ検討していただきたいなということをまずは書いています。
もうひとつはキャリア教育ということで、ぜひこれも小規模校だからこそできるようなところもあると思うんですが、先ほど若干統廃合の話がありましたが、小中高一貫というのを、もう徹底して全地区でやると。もう高校までしっかりと全人教育を展開していくというような、そういう柱のもとに、将来的な、あるいは現在の基幹産業、成長産業、西海市の、それのキャリア教育というものを単元化していただけないかなと。私で言うと、その福祉の体験をやると、それなんか単位をやるみたいな、そういったこともね、ぜひ中に組み込んでいただければなと思います。
もうひとつこれが、庁内連携でお願いしたいといった理由のひとつは、やはり親が住み続けたいとか、ここ西海市は豊かだなと思ってもらわないといけないので、そういう意味では、ここで市長ぜひ、本当にもうかる産業というのをやっぱり作っていかないといけないと思うんですね。成長産業であったり、もちろん基幹産業を伸ばしていくといったようなこともあると思うし、もちろん世界の仕事を西海市でできるんだよという、そういったテレワーク環境というものを徹底して伸ばしていくといったような形で、親世代に対してのアプローチということも非常に重要なのかなと思っております。
特に西海市の方でももう、一部されていると聞いていますが、スマート農業であったりとか、農業の分野であれば。それからウェルビーイングって先ほどから出ていますが、ウェルビーイング・ツーリズムとかいうのも絶対できると思うんですよ。そういったことも含めて、いろんな資源があるのかなあと思っています。
そして、当然親世代が住み続けながらも、子育てしたくなるような、子育てに対する支援というものも、これもしっかりと福祉的にも提供しないといけないと思いますし、最後、４つ目の柱なんですけれども、戻ってきたくなるモチベーション。もちろん郷土愛とか、経済的なものとかいろいろあるかもしれませんけども、やはり戻ってきてメリットになるようなことを、しっかり政策としても組み立てることが必要なのかなと思います。奨学金とか奨励金とか、住宅取得の支援なんていうのも当たり前のことはあるんですが、企業誘致ではなくて企業「人」誘致をするとか、そういった視点でもって、そういった形で、やっぱりまた戻るよと、逆に言えば、ふるさとのために私は修行に出るんだといったような、そういった人を育てるような教育というのが、今後、西海市の未来を考えたときに戻って来てもらえる人材をどう作るかということと、戻れる土壌をどう作るかということ、これはもう教育委員会だけではなくて、全庁一丸となって、ぜひ検討いただくタイミングなのかなと思ってこんなペーパーを作ってみました。以上でございます。

○瀬川市長
ありがとうございます。北島委員さんから先ほどお話がございました。次に矢吹委員よろしくお願いします。

○矢吹委員
今、北島委員さんからこちらの資料をいただいて、本当に私もこちら見させていただいて、本当にそうだなと思って、本当この郷土愛っていいますか、もう本当に西海市の歴史とか、そういうのを本当に子どもたちも知って、親である私たちもそうなんですけれども、そういうものを学び、そういう学びの機会をたくさん作るっていうことが大事なんじゃないかなって思いました。
そういった学びを通して、地域の方々とも交流もできると思いますけれども、学校の中ででも、総合学習の中ででも、そういったことをもっと深く学ぶ機会を、時間なんかもあるとは思うんですけども、そういう時間もとっていただきたいなとも思いました。
それと、やはり県外に出ても、やっぱり西海市に戻ってきたい、戻りたくなるまちづくりっていうのは、本当に私もそうだなと思います。本当にもう、こちらの資料にとても共感しました。以上です。

○瀬川市長
はい、ありがとうございます。谷口委員。

○谷口委員
失礼します。今矢吹委員さんもおっしゃったんですけど、私は頭の中でおぼろげな形、形にならないものが、今北島さんのこのペーパーを見せていただいて、私が思っていたことと重なるところも多いし、またさらにと思うところもありました。今後またこの会議を通して、さらに私自身の思いも強まっていくのかなと思ったところです。
今日の午前中の弁論（社会を明るくする運動弁論大会）の子どもたちの様子、姿を見てやっぱり実感したのは、子どもたちと言ったらもう大変失礼なぐらいに、中学生、高校生が、やっぱり聴く者の、大人も含めて気持ちを揺さぶるほどのことが言えたのかといったら、もう本当にその子どもたちが、その地域の中でしっかりと人、いろんな多くの家庭もそうですけど地域の人とか、いろんな立場の人に関わって、そして地域のいろんな活動とか行事とか、また家庭のことも含めてですし、また学校でのことも含めてしっかりと人々の思いを、自分に浴びせかけられたものをちゃんと受けとめて、自分のものにしていっているから、ああいう内容の弁論ができたと思うんですね。特に今日のは社明（社会を明るくする運動）だったから、社明の弁論趣旨は、いわゆる罪を犯した人をどんなふうにして、地域の中で、あるいは社会として更生をしていくっていう。じゃあ、そういう中で中学生、高校生の自分たちがどんなことをできるのかってことを、一生懸命語ってくれたと思います。それは、テレビで言ったからとか、誰かが言ったからじゃなくて、そういう人の、いろんな状況、情報を受けて、さらに自分がそこでしっかりと考えることができたからこそ、そういうふうに考えることができる、そういう時間とか、場所とか、空間とかを作っているのがこの西海市のよさだなと改めて思いましたので、今後この教育大綱を作っていく中では、少人数であってもまた田舎であっても、それを逆手にとって、そのよさを生かしていける、これから未来のある子どもたちが市内で、あるいは市内から大きな世界に飛び立っていくにあたっても、しっかりと、そういう志を持った子どもたちに育てていきたいっていうのが、全市民の思いだと思うので、そういうのが少しでもできるような教育大綱にしていけるように、さらに頑張らなきゃいけないなと今日思ったところです。以上です。

○武宮委員
引き続き発言させていただきます。北島委員のすばらしい資料の後に発言しにくいんですけども、ただ、また戻りたい西海市というコンセプトは非常にすばらしい、非常に共感が持てる基本方針だと思っていて、ひとつ西海市の教育のジレンマというか、優秀な人材を育てれば育てるほど、外に出ていってしまうという課題があるなというのは以前から私も感じていたので、そういう人たちがまた戻りたいまちづくりっていうのは非常に大事だということを思いました。
その上で、教育長が５本柱についてお話をいただきましたが、その中で私としては、柱の中の上から２つ目になるんですが、「いつでもどこでも学べる生涯学習の推進」ということと、それから「市民総ぐるみで取り組む教育力の向上」っていう３つ目の柱、比較的「生きる力を育む学校教育」であるとか、あるいは「文化・芸術、スポーツの振興」というこの辺は一般市民も関心があるというか、保護者の世代でも関心があるところではないかと思うんですが、一般市民が学び続けるという生涯学習の大切さとか、市民総ぐるみで教育に取り組んでいくっていうそこは、私は今、小学校のコミュニティスクール、それから高校のコミュニティスクールに携わらせていただいていますが、関わっている人間は一生懸命ですけども、そのことをどうやって一般市民の方々と共有していくか、というところに高いハードルがあると思っていて、そこをどうすればクリアできるかっていうのが課題なんですが、一般の市民の意識向上っていうことが回り回って、すべての教育の向上ということに繋がっていくのではないかなということを思っているので、そこを５本の柱は非常に大事なことなんですが、そこを末端にまでどう届けていくかっていうところが力を入れるべきところではないかなということを思っております。
最初に北島委員にもご紹介いただきましたが、高校の魅力化のことでホゲットで開催された「ゲッツ！SAIKAI」っていう事業、これは市内３校の高校生が参加して、高校の活性化ということを協議するということで、私もこないだコーディネータの矢川さんという方とお話をさせていただいたんですが、非常にすばらしい取り組みだと思っていて、そういうことをできるだけ可視化して欲しいということを申し上げました。そういうことを一般市民が見て、関心を持ってこういうことをしている高校生がいるんだと、またそういうことに自分たちも興味関心を持って何か、注目していきたいというような、そういうところから教育をよりこう広げていくということが大事じゃないかな、ということを思っております。以上です。

○渡邊教育長
教育委員の皆さんと、なかなかこういう教育のいろんな課題とかいうのを定例の教育委員会ではお話しする機会がないんですけども、私もこのふるさと教育というのは重視したいなと思っていて、先ほどの10ページの５本柱で言いますと、一番上の「生きる力を育む学校教育の実現」の中の主要施策、主要事業の方に上から５番目ぐらいに、「ふるさとを学ぶ教育の推進」ってあるんですけども、もうひとつ上の、真ん中のレベルぐらいの柱にして重視すべきだと、私も同じようなことを考えておりまして。やっぱり西海市の子どもたちに、もうずっと、西海市で一生生活できるようにとていうのは、もう今の時代無理で、やっぱり子どもたちは、１回外の世界を見てみたいとほとんど思っていますので、やっぱりそれは仕方ないと思うんですよね。ただ、いつかの時点でやっぱりふるさとに帰りたい、というような気持ちが湧くような、そしてその時に仕事なり、暮らせるような準備があれば、戻ってくる子もたくさんいると思うんですね。
そういう意味では、今の本市の取り組みの中で、確かに学校でも西海学とか総学（＝総合学習）の時間やっていたり、今社会教育課が主管して土曜学習の中で、毎年テーマを決めて、今年は歴史と昔の暮らしということで、西海市のあちこち回って歴史を勉強するというのがあるんですけども、あれはすごくいいと思うんですけども、全員じゃないんですよね。できればあれをすべての４年生なら４年生で、西海市のいろんなところ回るとか、そういうプログラムができればいいなと前から思っているわけですけども。そのためにも、この柱の真ん中のところに、ふるさと教育の充実というのをランクアップして、もっともっとこう力を入れていくべきかなと思うんですよね。
私が教育長になって、こうやりたいなと思いながらも小心者で言い出せなかったのが、例えば西海市歌というのがあるんですよ。これ非常に歌詞もいいしメロディーも素晴らしいんですけど、これ歌う機会がないんですよね。たまに文化祭なんかで合唱団が歌ったりするのを聞くぐらいで、10年ぐらい前に私は松浦市にいたんですけど、そこで市制10周年のときに市歌を作ったんですけど、うちと同じです。その時作っただけでは、なかなか歌わないんで、小・中学校で入学式、卒業式の時に歌ってはどうかということを、まず今やっているかどうか知りませんけど、その当時はやったんですよ。そしたら、普通国家斉唱の後に、市歌斉唱というのがあるんですよね。そういうことをやりながら、子どもたちは覚えていく。やっぱりそれが大人になって、やっぱり市歌っていうのは残ると思うんですよね。例えばそういうことも含めて、もっともっとやっぱりふるさと教育というのは、力を入れてこの柱にすべきだなと私も思っておりましたので、ぜひ、その方向で進めていけたらなと思っております。

○瀬川市長
はい。ありがとうございました。
それぞれの委員の方々から、教育長からもお話をいただきました。ありがとうございました。それでは、私の教育に対する考え方を申し上げますと申し上げたんで、お話をさせていただきたいと思います。
私は教育者でも何でもありませんで、具体的に大綱のような考え方っていいますか、まとめ方によっての話はできかねます。ただ、私、今回５月１日の日に就任するにあたって、ある報道関係者から問われたことがございます。一言で言ったらどういった西海市を目指すのかと。私は、西海市にすべての市民の方々が誇れる西海市、胸を張れる西海市、一言で言ったらそういうことですとお答えさせていただきました。やはり教育というのは、人の成長に応じて心も成長するわけでありますから、その心の成長段階に、きちんとした手だてがある、支援がある、環境がある。そういったものを含めて、すべてのことが教育力ではないかなというふうに思ってございます。
初めての市議会のときに、ＤＸの推進について、市長はどういった基本的な考え方を持っているのかと問われました。私は、人工知能も含めてなんですが、人間社会が本当にこのＤＸ、人工知能を含めたこの機械を使いこなすことができるのか、使われてはいないのか。そこはやはり人間の持つ教育力の問題ではないかなと思っておりますし、人の心の部分ではないかなと思っているところであります。私も63になるんですが、結婚し、子を持ち、あるいは孫が生まれというふうに年をとってまいりました。年々感じることは、人間社会が、義務と権利、私の小さいころには義務の方が大きかったように思います。日本人の意識として、暮らしていく中で、今はそれが反対になっているような気がしてなりません。権利の主張ばっかりが世の中多くなってきて、義務を本当に果たしているのかという疑問さえ持ちます。ですから、日本の教育力も年々低下をしてきたんではないかなと、私はそういった個人的な感想を持っております。そういう全般的な思いで考えているところなんですが、ひとつ、教育委員の方々にお願いがございます。西海市の児童・生徒の学力を長崎県一にしていただきたい。子どもたちが、長崎県一の学力を持つ、学校がある、地域、社会がある。そう感じていただければ、あそこの町に行って住もう、そしてあそこの町で小学校、中学校と育てたいという思いで、親御さんたちが移住していただけるんではないかなという思いもございます。私の教育委員の皆様方へのお願いは、子どもの学力向上、スポーツもそうなんですが、道徳観もそうなんですが、私も欲張って３つも言うあれはございません。学力だけはひとつよろしくお願いをしたいなと思ってございます。またひとついろんな意味でご指導賜りますように心からお願いを申し上げたいと存じます。

○瀬川市長
皆様ありがとうございました。これまで賜りました言葉、あるいは我々を取り巻く社会情勢、課題等を踏まえて、次期大綱につきましては、これからも大事に守り育てていくことは守り育て、新しい観点として積極的に取り組むべきは取り組むといった姿勢で、事務局には素案を検討していただきたいと思いますので、よろしくお願いを申し上げます。
本日の議事に関することはここで一区切りとなりますけれども、教育委員の皆様、また教育長から、その他何でも結構ですので、よろしくお願いをいたしたいと思います。
（質疑・意見なし）

○瀬川市長
今後ともよろしくお願いします。以上で本日の議事はすべて終了いたしましたので、進行を事務局に戻したいと存じます。

○岸下課長
熱心なご議論、ご提言ありがとうございました。北島委員におかれましては資料もご提示いただいて、様々なご提言、ご提案誠にありがとうございました。大変思慮深いご意見などもありまして、大変有意義な会議になったのかなと思っております。
それではレジュメの３、その他といたしまして事務連絡とお願いを申し上げます。まず、次回の総合教育会議の予定でございますが、10月の定例教育委員会の開催に合わせまして、10月27日月曜日で調整をしておりますが、委員の皆様のご都合のほどはいかがでございましょうか。よろしいでしょうか。
それでは、次回のこの総合教育会議につきましては、10月27日月曜日、本日と同じく15時から開催したいと思います。委員の皆様にはまたご参集をお願いしたいと思います。
それから、次回の議題についてですが、引き続き教育大綱についてご検討をお願いすることとなりますが、大綱以外について何かテーマがございましたらご意見をいただきたいと思います。何分大綱の議論も相当ボリュームがあるのかなと、時間の制約もございますので、可能な限り取り扱いたいと思います。後ほどご意見などありましたら事務局総務課、もしくは教育委員会の方にお寄せいただければと思いますので、よろしくお願いします。
それでは当初予定しました終了の時間となりましたので、本日のすべての日程を終了したいと思います。これをもちまして本日の会議を終了します。長時間にわたりまして熱心なご協議誠にありがとうございました。大変お疲れ様でございました。

○瀬川市長
ありがとうございました。
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